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仁和寺門前まちづくり協議会 地域景観づくり計画書 

 

 

1．仁和寺門前の概要 

 

仁和寺は、仁和 4年（888年）第 59代宇多天皇が創建し、皇室の手厚い崇拝と保護のも

と、御室の地はその門前町としての発展を遂げてきました。平成 6年（1994年）には、仁

和寺がユネスコの世界文化遺産に「古都京都の文化財」として登録されました。春には名

勝御室桜、秋には紅葉の名所として、国内外の多くの観光客が訪れる観光スポットです。 

 

門前町は、きぬかけの路をはさんでその仁和寺の南側に位置します。また西に光孝天皇

陵、南に名勝双ヶ岡、東に世界文化遺産の龍安寺があります。こうした数多くの文化財と

名所旧跡に囲まれたこの地域は、御室山門前町内会として、宇多野柴橋町・御室芝橋町・

御室小松野町の 3町で構成されています（一部対象外を含む）。 

 

良好な景観と静かな環境を求めて、野々村仁清や尾形乾山をはじめ、歴史上の多くの文

化人や芸術家が住み、昭和初期には御室撮影所を中心に、映画の大スターや監督が門前町

に集いました。現在も御室山門前町内会には当時の大スターの住まいが点在し、豊かな緑

地と落ち着いたたたずまいを維持しています。 

 

昨今、高齢化などを背景に、広い敷地を持つ住宅が空き家となるケースがあり、売却の

後に、仁和寺門前にふさわしくない土地利用が行われる可能性が高まっています。現在の

都市計画法や建築基準法、市条例だけでは、世界文化遺産とそのバッファゾーンとしての

門前町の環境を守ることはできません。すでに、隣接地域においては環境の変化が現実に

なっており、古都の趣とは対照的な光景が広がりつつあります。 

 

仁和寺門前の貴重な景観を将来にわたり維持するには、私たち地域住民が仁和寺ととも

に門前町の将来像を共有し、行政とも連携しながら独自のしくみをつくっていくことが必

要です。そこで 3 町を母体に仁和寺門前まちづくり協議会を組織し、門前町固有の景観と

静かな環境、古都の風情を保全し、後世に継承していくことを目的とした活動を行ってい

きます。 
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2．現状と課題 

 

この地域は、世界文化遺産のバッファゾーン内に位置し、風致地区第 3種地域、仁和寺・

龍安寺周辺特別修景地域であり、第１種低層住居専用地域が大部分を占めています。また、

看板などの屋外広告物の規制については、歴史遺産型第１種地域及び第２種地域となって

います。 

京福電鉄御室仁和寺駅から仁和寺二王門への参道では、電線類が地中化され、街路灯も

趣のある形・色彩が採用されています。また地域住民としても、国内外の観光客の目に触

れても恥ずかしくないよう、門前町にふさわしい美化・清掃活動等に長年取り組んできま

した。 

しかし一方で、以下のような課題があり、その改善に向けた取り組みが求められます。 

 

 現在の法律・条例だけでは、地域景観の質を今後も維持していくことは困難な状況にあ

ります。バッファゾーンとしての環境を守っていくためには、地域の自主的な取り組み

によって、独自のしくみをつくっていく必要があります。 

 放置された空地・空き家が増加しています。またそれに伴う不法投棄や放火等のリス

ク、違法駐車や放置自転車、私道の通り抜け車両などによる交通事故のリスクも高まっ

ています。 

 これらは門前町固有の景観、静かな環境、古都の風情を大きく損なうとともに、安全な

落ち着きのある暮らしを乱す要因となっており、早急な対策が求められます。 
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3．仁和寺門前の景観特性 

 

1）落ち着いた閑静なたたずまい 

 簡素な上品さ、夜間の静けさ、住民の心遣い、住み心地のよさ、山門の奥に広がる空 

 世界文化遺産周辺という観光地でありながら、周辺の閑静な住宅地と一体となった落

ち着いたたたずまい 

 近辺に高層建築物、ネオンや派手な照明がない厳かな雰囲気をもち、ゆったりとした時

間が流れる環境 

 

2）世界文化遺産を擁する景観 

 和風家屋が両側に並び、電柱のないすっきりと見渡せる参道 

 世界文化遺産・仁和寺の門前としての住宅環境 

 門跡寺院の筆頭である仁和寺、それを象徴する歴史的建造物である山門（洛東の南禅寺

三門、知恩院三門とともに京都三大門）を擁する景観 

 二王門を望む厳かな雰囲気と静寂、そして圧倒的な存在感 

 

3）緑豊かな住宅地 

 家屋の周囲に連なる雰囲気のよい植栽 

 御室仁和寺駅から山門までの松の風情 

 双ヶ岡の遠景 

 

 

 

＜具体的な場所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲御室仁和寺駅から二王門を望む    ▲双ヶ岡一ノ丘から仁和寺を望む 
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▲仁和寺二王門から双ヶ岡を望む  ▲御室仁和寺駅までのよく手入れされた街並み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲季節を感じる風景（元日）   ▲季節を感じる風景（福王子神社秋季大祭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲季節を感じる風景（雪化粧）  ▲季節を感じる風景（桜） 
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4．まちづくりの基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．景観配慮事項 

 

 この地域は、「まちづくりの基本目標」を実現するために、以下の３点を大切にしていま

す。新たに仁和寺門前で居住、営業等をされる方もご協力ください。 

 

1) 門前町固有の景観を後世に伝えます 

  建築・開発行為や屋外広告物等の設置・変更に当たっては、京都市風致地区条例や京都

市屋外広告物等に関する条例などを遵守することはもとより、さらに地域景観の質を高め

るよう努め、御室仁和寺駅から仁和寺二王門に続く、広々として落ち着いた門前景観を保

全します。 

2）門前にふさわしい風情と静けさを守ります 

住宅地としての落ち着き、夜間の静けさ、ゆったりとした散策・参拝路としての環境を

維持するため、以下のような行為を自粛します。 

 深夜営業 

 騒音・振動・悪臭を伴う事業 
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3）仁和寺とそのバッファゾーンとしての一体性を継承します 

世界文化遺産を構成する地域の一体的な風情と景観を維持するため、大半を占める「第

1種低層住居専用地域」を基調とした土地利用を図り、建築・開発行為にあたっては、以下

の用途を自粛します。 

 頻繁にもしくは集中的に車の出入りが生じる用途 

 危険物等を取り扱う用途 

 

 

6．協議会の取り組み 

 

1）地域景観づくりの取り組みを周知する 

 仁和寺門前町に固有の景観、静かな環境、古都の風情の価値を地域全体で共有し、さら

にはガイドラインやルールを運用していく上では、常に開かれた場で、地域の総意とし

ての意思決定が行われる必要があると考えます。そのための基礎的な取り組みとして、

広報紙を作成し、定期的な発行によって周知徹底を図ります。 

 同時に、地域の意向を聞く機会をできるだけ多く設けるため、総会などの会議の場だけ

でなく、文書等でも意見などを受け付けるしくみを設けます。 

2）地域景観の適正な維持を図る 

 地域景観の価値を維持し、さらに質を高めていくためには、防災や防犯など安全・安心

は言うまでもなく、公共マナーの徹底が欠かせません。地域では、国内外の観光客の目

に触れても恥ずかしくないように、違法車両対策や植栽の適切な管理、街路の清掃活

動、不法投棄問題に対する啓発看板の設置など、さまざまな取り組みを長年にわたって

行ってきました。 

 また従来から検討を続けている、世界文化遺産のバッファゾーンとしての公的な規制

制度の確立に向けても、より一層、行政等に働きかけていきます。 

 その他の課題についても、関係機関（右京区役所、西部土木事務所、西部まち美化事務

所、右京警察署等）との連携を密に図りながら、これまでの取り組みを継続し、さらに

安全で健全な環境づくりを推進していきます。 

3）地域景観づくりへの参加を促す 

 できるだけ多くの住民が地域景観づくりに関わる機会を設けるため、仁和寺との交流

行事、地蔵盆やレクリエーションなど既存行事の活性化、お揃いの法被等での広報活動

など、参加のきっかけとなる楽しい企画をすすめます。 
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7．協議の方法 

 

仁和寺門前まちづくり協議会は、地域に固有の景観、静かな環境、古都の風情を保全・

継承していくため、京都市から「地域景観づくり協議会制度」の認定を受けました。以下

の区域において建築行為等を予定している場合は、行政への各種申請等の手続きに先立ち、

協議会との事前協議を行ってください。 

 

1）協議区域 

仁和寺門前まちづくり協議会として認定された、京都市右京区宇多野柴橋町・御室芝橋

町・御室小松野町の 3町の内、御室山門前町内会に属する区域（下図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）協議の対象となる行為 

①京都市風致地区条例に基づく許可の申請や通知が必要な行為 

 （例） ・建築物や工作物（門や塀）の新築・増改築・移転、外観の変更 

 ・木竹の伐採 

 ・宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 

 ・建築資材や土砂などの積み上げ 

②京都市屋外広告物等に関する条例に基づく許可の申請や届出が必要な行為 

 （例） ・看板等の設置・変更 

③新たな事業の開始 

④その他、仁和寺門前に固有の景観、静かな環境、古都の風情に影響を与える行為 
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3）協議の進め方 

 

①建築主・事業主等から「仁和寺門前まちづくり協議会」への事前協議の申請 

協議区域内において、協議の対象となる行為を予定している建築主・事業主等は、

風致地区条例、屋外広告物等に関する条例に基づく許可の申請などを京都市に提出

する前の、計画変更等の可能な早い段階において、その内容を協議会に説明すると

ともに、意見交換を実施する必要があります。 

※詳しくは京都市景観政策課にお問い合わせ下さい。 

 

②「仁和寺門前まちづくり協議会」から建築主・事業主等への協議方法の伝達 

協議会から建築主・事業主等へ、事前協議の日時・場所、必要な図書などについて

お知らせします。必要な図書は、対象となる行為、規模、用途等により異なります。 

 

③協議の対象となる行為についての協議 

建築主・事業主等から、予定している建築物・工作物等の計画内容、屋外広告物の

設置・変更、事業内容等を説明していただき、それをもとに意見交換を行います。

案件によって、複数回実施する場合があります。 

 

④協議の実施報告書を京都市へ提出 

意見交換終了後、建築主・事業主等は、京都市に「意見聴取報告書」を提出し、あ

わせて協議会にも報告書の写しの提出をお願いします。 

 

 

 

 

 

 


